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24時間ツーリングサポート

365日 24時間受付

ご連絡先の住所、電話番号などが変更された場合は、必ず最寄りのメルセデス・ベンツ正規販売店までご連絡ください。

※個人情報の取り扱いについては本ご案内の37ページをご覧ください。

●お車の車台番号
●お客様のお名前
●お客様と連絡が取れる電話番号
●現在地
●現在の状況

窓口のオペレータが対応いたしますので、
会員証と車検証をご用意の上、次の内容をお伝えください。

0120-650-365
※携帯電話、PHS、自動車電話からでもご利用いただけます。

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本合同会社　〒261-7108 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1 ワールドビジネスガーデン マリブウエスト

会員証・ご案内
常 時 携 行 ２０２４年４月 改 訂





お客様へ

巻末に会員証があります。

保証プラスのサービスご利用の際に必要となりますので、

車検証・整備手帳と共に本冊子（会員証・ご案内）を

常時携行していただきますよう、お願い申し上げます。
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メルセデス・ケア、メルセデス・ケア smartの次に、安心を支えるもの

メルセデス・ベンツ日本合同会社

この度は、保証プラスにご加入いただき、誠に有難うございます。

保証プラスは、走行距離無制限で万一の故障の修理からドライブ中のトラブルの際の

サポートまで、お客様に更なる安心を無料でご提供いたします。

保証プラスの詳細およびご利用の注意点につきましては、本冊子をご参照ください。

また、点検整備の際には、指定サービス工場をご利用くださいますようお願い申し上げます。
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メルセデス・ベンツ日本合同会社が輸入し、メルセデス・ベンツ正規販売店で販売された日本国内で使用されるメルセデス・

ベンツ車、スマート車について、メルセデス・ケア、メルセデス・ケア smartで提供しているお車の「一般保証」と「24時間

ツーリングサポート」を、2年間、継続して行なうサービスです。

＊指定サービス工場とは当社が指定するメルセデス・ベンツ サービス工場・スマート サービス工場をいいます。以下、本冊子において指定サービス工場といいます。

保証プラスにはメンテナンス保証は付加されておりません。メンテナンス保証をご希望のお客様は別途メンテナンス保証サービス（有償）にご加入ください。
（詳細についてはメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場＊までお問い合わせください）

3年間・走行距離無制限。
メルセデス・ベンツ正規販売店で
ご購入いただいた新車に無料で

適用されます。

メルセデス・ベンツ車 スマート車

24時間
ツーリングサポート

メンテナンス
保証

一般保証

無料 無料 有料

一般保証とツーリングサポートをW保証。
メルセデス・ケアsmart終了後も2年間継続して
一般保証と24時間ツーリングサポートを

提供します。

一般保証
24時間

ツーリングサポート一般保証
24時間

ツーリングサポート

有料

メンテナンス保証

36ヶ月目からの、スマート専用
メンテナンス・サービス。メーカー2年点検、
メーカー1年点検を各1回提供します。
いつでも、何回でも続けて加入可能です。

有料

メンテナンス保証

新車登録日から35ヶ月までの、
スマート専用メンテナンス・サービス。
メーカー1年点検を2回提供します。

35ヶ月目

3年間無料の2つのプログラム。

メルセデス・ケア
smart

有料

メンテナンス保証

メルセデス・ケア終了後も
新車登録36ヶ月目から59ヶ月の期間、

継続してメンテナンスサービスを提供します。

メンテナンスプラス

有料

一般保証 24時間
ツーリングサポート

メンテナンス
保証

メルセデス・ケア終了後も継続して
一般保証・24時間ツーリングサポート、
メンテナスサービスを提供します。

メンテナンス&保証プラス

smart メンテナンス
smart

メンテナンスプラス

メルセデス・ケア

有料

メルセデス・ケア終了後も 2年間継続して
一般保証と24時間ツーリングサポートを

提供します。

一般保証 24時間ツーリングサポート
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Ⅰ　保証プラスとは
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メルセデス・ケア
smart

有料

メンテナンス保証

メルセデス・ケア終了後も
新車登録36ヶ月目から59ヶ月の期間、

継続してメンテナンスサービスを提供します。

メンテナンスプラス

有料

一般保証 24時間
ツーリングサポート

メンテナンス
保証

メルセデス・ケア終了後も継続して
一般保証・24時間ツーリングサポート、
メンテナスサービスを提供します。

メンテナンス&保証プラス

smart メンテナンス
smart

メンテナンスプラス

メルセデス・ケア

有料

メルセデス・ケア終了後も 2年間継続して
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ご注意

保証プラスには、お車の車検証に記載された所有者または使用者の方がお申込いただけます。

末尾のお申込書にご記入の上、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場へお申込ください。

お申込いただける期間は、以下のようになります。ただし、リース契約を締結する車両につき、利用料金相当額をリース料

に含めて支払う場合 、申込可能期間はリース契約の締結前までとなります。

＊新車購入時価格は、新車をご購入いただいた場合に、新車登録日より3ヶ月間適用となります。

お申込の時期により、下記の要件がございますので、ご注意ください。
（1）お車が、新車登録後12ヶ月～35ヶ月目までの場合

指定サービス工場で、法令および当社が指定する定期点検整備を受けていることが、整備手帳により確認できること
（2）お車が、車検時期（36ヶ月目）の場合

指定サービス工場で、車検のための法令および当社が指定する点検整備を受けていること。
上記が確認できない場合は、お申込いただくことができませんので、予めご了承ください。

お申込可能期間

12ヶ月 24ヶ月 36ヶ月（初回車検） 48ヶ月 60ヶ月3ヶ月新車登録

新車購入時
価格適用期間＊
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Ⅱ　保証プラスお申込について



ご注意

保証プラスをお受けいただく際は、整備手帳を確認させていただきます。指定サービス工場での法令および当社が

指定する定期点検整備の整備記録が確認できない場合、保証プラスをご利用いただくことはできませんので、予めご

了承ください。ただし、確認時に履歴が確認できない場合でも、あらためて必要な点検整備を受けていただいたときは、

この限りではありません。

上記のご注意およびその他「Ⅵ 保証プラス契約約款」の所定の条件に合致しなくなった場合は、所定のサービスをご利用

いただけない場合がございますのでご留意ください。

※一般保証、24時間ツーリングサポートのご利用方法は、本冊子「Ⅳ 保証プラスについて」をご参照ください。

お車をご使用の際には、整備手帳、車検証および本冊子を常時携行いただきますようお願い申し上げます。
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Ⅲ　保証プラスご利用時の注意点



ご注意

保証プラスをお受けいただく際は、整備手帳を確認させていただきます。指定サービス工場での法令および当社が

指定する定期点検整備の整備記録が確認できない場合、保証プラスをご利用いただくことはできませんので、予めご

了承ください。ただし、確認時に履歴が確認できない場合でも、あらためて必要な点検整備を受けていただいたときは、

この限りではありません。

上記のご注意およびその他「Ⅵ 保証プラス契約約款」の所定の条件に合致しなくなった場合は、所定のサービスをご利用

いただけない場合がございますのでご留意ください。

※一般保証、24時間ツーリングサポートのご利用方法は、本冊子「Ⅳ 保証プラスについて」をご参照ください。

お車をご使用の際には、整備手帳、車検証および本冊子を常時携行いただきますようお願い申し上げます。 メンテナンス保証は付加されておりません。定期点検、定期交換部品の交換費用、消耗部品の交換費用については、

保証プラスが適用されず、お客様の負担となります。

①一般保証：

お客様のメルセデス・ベンツ車、スマート車を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が発生した場合、2年間、

走行距離無制限で、一定の条件にて無料修理いたします。 　

②２４時間ツーリングサポート：

お客様のメルセデス・ベンツ車、スマート車が故障・交通事故により走行不能となったときに、緊急の応急措置、お車のけん

引、ドライバーや同乗者の帰宅・旅行継続の手配などをご契約いただいた期間、走行距離無制限で、一定の条件にて無料で

サポートいたします。

（1）保証プラスの内容

（2）メルセデス・ケア（新車ご購入後、3年間の保証）との違い

事業用自動車や特種用途自動車などは対象外車両となります。

詳しい対象車両については「Ⅵ 保証プラス契約約款の2条（2）対象車両」をご覧ください。

（3）メルセデス・ケア、メルセデス・ケア smartとの違い
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Ⅳ　保証プラスについて
1. 全体



保証プラスによる各種サービスをご利用いただくためには下記の事項をお守りください。お守りいただけない場合、サー

ビスをご提供できないことがあります。

　 　 　 　 　 　

①取扱説明書に示す取扱方法に従った正しい使用

②法令に定める日常点検および整備（高速走行前の点検を含む）の実施

③指定サービス工場での法令および当社が指定する定期点検整備の実施

④整備手帳、取扱説明書等に示す定期交換部品、油脂類、冷却水等の指定どおりの交換・補給

⑤指定サービス工場での法令および当社が指定する定期点検整備の実施が確認できる整備手帳、

　自動車検査証、本小冊子の提示

（4）お客様にお守りいただくこと

10



保証プラスによる各種サービスをご利用いただくためには下記の事項をお守りください。お守りいただけない場合、サー

ビスをご提供できないことがあります。

　 　 　 　 　 　

①取扱説明書に示す取扱方法に従った正しい使用

②法令に定める日常点検および整備（高速走行前の点検を含む）の実施

③指定サービス工場での法令および当社が指定する定期点検整備の実施

④整備手帳、取扱説明書等に示す定期交換部品、油脂類、冷却水等の指定どおりの交換・補給

⑤指定サービス工場での法令および当社が指定する定期点検整備の実施が確認できる整備手帳、

　自動車検査証、本小冊子の提示

（4）お客様にお守りいただくこと
一般保証の提供をご希望の場合には、最寄りの指定サービス工場までご連絡後、サービス提供期間内にお車をお持込いた

だき、整備手帳、車検証、本冊子をご提示の上、サービスアドバイザーに保証修理をお申し付けください。

（1）保証修理を受ける場合

主な一般保証の適用に関しては「一般保証が適用される部品/されない部品」（P.12）をご参照ください。

詳しい保証条件、一般保証が適用されない事項については、「Ⅵ 保証プラス契約約款の6条以下」もご覧ください。

（3）一般保証の適用

お車を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が発生した場合は、無料修理をいたします。

※天災および事故その他災害、外部からの要因（鳥糞、塩害、飛石など）、使用消耗または経年変化による現象、お客様の

不注意による損傷などには、一般保証は適用されません。

※詳しい保証内容、保証条件等については、本冊子の「Ⅵ 保証プラス契約約款」をご覧ください。

（2）一般保証の内容
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Ⅳ　保証プラスについて
2. 一般保証



※修理に時間がかかる場合がありますが、ご了承ください。
※アクセサリー・販売店オプションは一般保証が適用されません。

一般保証が適用される部品/されない部品 ○：保証が適用される部品/部位
×：保証が適用されない部品/部位

○
○
○
○
○

スピードメーター
燃料メーター
冷却水温度計
各種警告灯
時計/温度計

○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×

エンジン本体
コントロールユニット
オルタネーター
インジェクター
冷却装置全般
スパークプラグ
各種ベルト
エンジンオイル
ロングライフクーラント
エンジンマウント
各種フィルター

メーター

○
○
×
×

キセノンランプ
LED
バルブ（電球）、ハロゲンバルブ
レンズの変色

エクステリア・ライト

○
○
○

ナビゲーションシステム
CD/テレビ/ラジオ
ETC

ナビ/オーディオ　

○
×

LED
バルブ（電球）

インテリア・ライト

エンジン

○
○
×
×

ワイパー
ウォッシャー
ワイパーブレード
ウォッシャー液

ワイパー/ウォッシャー

○
○
○
×
×

シート調整機構
シートベルト
ヒーター
表皮(革/ファブリック)
クッション　

シート

○
○
×
×
×

エアサスペンション
サスペンションアーム/スプリング
ホイールアライメントの狂い
ショックアブソーバーのへたり
ブッシュ

サスペンション

×
×
×
×
×

ボディ外板
塗装
バンパー
モール
ガラス(フロント/リア）

外装

○
○
×
×

操舵装置全般
パワーステアリング
パワステフルード
ステアリングホイールの
表皮の不具合

ステアリング

×
×
×
×
○
○
○

ダッシュボード
トリム(革/ファブリック)
木目のパネル
カーペット
カップホルダー
灰皿、ゴミ箱
サンバイザー

内装

○
○
×
×
×

トランスミッション本体
コントロールユニット
経年変化による変速ショック
A/Tフルード
各種フィルター

トランスミッション

○
○
×

リアガラスデフォッガー
各種スイッチの機能故障
バッテリー/電池

電装品

○
○
×

燃料ポンプ
燃料タンク
各種フィルター

燃料供給装置

○
○
○
○

エアバック
ABS
ESP
ABC

安全装置

○
○
○
○
×
×

コントロール・ユニット
コンプレッサー
熱交換装置
ブロアー
フロンガスの自然漏洩
各種フィルター

エアコン

○
○
×
×

倍力装置
ブレーキキャリパー
ブレーキパッド
ブレーキディスク

ブレーキ

○
○
○

高電圧バッテリー
一体型スターターオルタネーター
コントロールユニット

ハイブリッド装置

○
○
○
○
○
○
×
×
×

キー本体
ドアロック
トランクロック
スライディングルーフ
パワーウィンドウ
ドアミラー(調整/格納)
ドアガラス
水漏れを伴わないシールの変形
ドア/トランク/ガラスの建付けの狂い

ドア/トランク/ルーフ

○
×

触媒(排気ガス浄化装置)
消音装置

マフラー

×
○
タイヤ
ホイール

タイヤ/ホイール
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※修理に時間がかかる場合がありますが、ご了承ください。
※アクセサリー・販売店オプションは一般保証が適用されません。

一般保証が適用される部品/されない部品 ○：保証が適用される部品/部位
×：保証が適用されない部品/部位

○
○
○
○
○

スピードメーター
燃料メーター
冷却水温度計
各種警告灯
時計/温度計

○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×

エンジン本体
コントロールユニット
オルタネーター
インジェクター
冷却装置全般
スパークプラグ
各種ベルト
エンジンオイル
ロングライフクーラント
エンジンマウント
各種フィルター

メーター

○
○
×
×

キセノンランプ
LED
バルブ（電球）、ハロゲンバルブ
レンズの変色

エクステリア・ライト

○
○
○

ナビゲーションシステム
CD/テレビ/ラジオ
ETC

ナビ/オーディオ　

○
×

LED
バルブ（電球）

インテリア・ライト

エンジン

○
○
×
×

ワイパー
ウォッシャー
ワイパーブレード
ウォッシャー液

ワイパー/ウォッシャー

○
○
○
×
×

シート調整機構
シートベルト
ヒーター
表皮(革/ファブリック)
クッション　

シート

○
○
×
×
×

エアサスペンション
サスペンションアーム/スプリング
ホイールアライメントの狂い
ショックアブソーバーのへたり
ブッシュ

サスペンション

×
×
×
×
×

ボディ外板
塗装
バンパー
モール
ガラス(フロント/リア）

外装

○
○
×
×

操舵装置全般
パワーステアリング
パワステフルード
ステアリングホイールの
表皮の不具合

ステアリング

×
×
×
×
○
○
○

ダッシュボード
トリム(革/ファブリック)
木目のパネル
カーペット
カップホルダー
灰皿、ゴミ箱
サンバイザー

内装

○
○
×
×
×

トランスミッション本体
コントロールユニット
経年変化による変速ショック
A/Tフルード
各種フィルター

トランスミッション

○
○
×

リアガラスデフォッガー
各種スイッチの機能故障
バッテリー/電池

電装品

○
○
×

燃料ポンプ
燃料タンク
各種フィルター

燃料供給装置

○
○
○
○

エアバック
ABS
ESP
ABC

安全装置

○
○
○
○
×
×

コントロール・ユニット
コンプレッサー
熱交換装置
ブロアー
フロンガスの自然漏洩
各種フィルター

エアコン

○
○
×
×

倍力装置
ブレーキキャリパー
ブレーキパッド
ブレーキディスク

ブレーキ

○
○
○

高電圧バッテリー
一体型スターターオルタネーター
コントロールユニット

ハイブリッド装置

○
○
○
○
○
○
×
×
×

キー本体
ドアロック
トランクロック
スライディングルーフ
パワーウィンドウ
ドアミラー(調整/格納)
ドアガラス
水漏れを伴わないシールの変形
ドア/トランク/ガラスの建付けの狂い

ドア/トランク/ルーフ

○
×

触媒(排気ガス浄化装置)
消音装置

マフラー

×
○
タイヤ
ホイール

タイヤ/ホイール

● 24時間ツーリングサポートでは、お客様のメルセデス・ベンツ車、スマート車が故障・交通事故により走行不能となったと

きに、現場での応急処置、お車のけん引、ドライバーや同乗者の移動などを一定の条件にて無料でサポートいたします。 

● 万一の際でも、お客様にご安心いただくために、24時間365日、経験豊富なオペレーターがお客様からのお電話に対応

いたします。 

● 詳しいサポート内容、適用条件等については、本冊子の「Ⅵ 保証プラス契約約款」をご覧ください。

・お車が使用できないことによる損失（休業補償等）は、24時間ツーリングサポートでは負担いたしません。

・お客様の故意・過失による不具合など、お車そのものが原因でない事象においては、無料でのサポートは受けられません。

（ただし、交通事故による場合、24時間ツーリングサポートは適用されます）

・法令または当社が認めていない改造・架装がされているお車については、24時間ツーリングサポートの提供をお断りいたします。

その他 24時間ツーリングサポートが適用されない事項については、本冊子27～28ページをご確認ください。

・走行が可能な場合またはお車に関するお問い合わせは、お買い求めいただいたメルセデス・ベンツ正規販売店/指定サービス工場

へお尋ねください。
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Ⅳ　保証プラスについて
3. 24 時間ツーリングサポート



・一般道路上の場合は、お車の止まっている道路名（国道名など）や、場所の町名番地などをご確認ください。 

・高速道路上の場合は、高速道路名、進行方行およびキロポストをご確認ください。 

・オペレーターに、お客様のお車が保証プラス有効期限内である旨と、お車の車検証に記載されている車台

番号、お客様のお名前、お客様と連絡がとれる電話番号、現在地および現在の状況をお伝えください。 

・携帯電話や自動車電話をお持ちでないお客様は、高速道路に設置されている非常電話等を通じて、ツー

リングサポート・コールセンター0120-650-365への連絡を高速道路管理会社に依頼してください。 

高速道路上で走行不能となった場合には、お車を路肩に寄せ、法定の停止表示板を置くなどの事故防止処置を行なって

ください。

あわてずに、ツーリングサポート・コールセンター　　　 0120-650-365に連絡してください。 

周囲の道路状況により危険がある場合には、まず、非常電話または道路緊急ダイヤル（#9910）などを通じて、高速道路管

理会社に対して安全の確保をただちに申し入れてください。

ご注意

ご注意

お車を安全な場所に停車し、保証プラス会員証または車検証をご用意ください。

（1）24時間ツーリングサポートのご利用方法 ： お車が走行不能になったとき（故障の場合）
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・一般道路上の場合は、お車の止まっている道路名（国道名など）や、場所の町名番地などをご確認ください。 

・高速道路上の場合は、高速道路名、進行方行およびキロポストをご確認ください。 

・オペレーターに、お客様のお車が保証プラス有効期限内である旨と、お車の車検証に記載されている車台

番号、お客様のお名前、お客様と連絡がとれる電話番号、現在地および現在の状況をお伝えください。 

・携帯電話や自動車電話をお持ちでないお客様は、高速道路に設置されている非常電話等を通じて、ツー

リングサポート・コールセンター0120-650-365への連絡を高速道路管理会社に依頼してください。 

高速道路上で走行不能となった場合には、お車を路肩に寄せ、法定の停止表示板を置くなどの事故防止処置を行なって

ください。

あわてずに、ツーリングサポート・コールセンター　　　 0120-650-365に連絡してください。 

周囲の道路状況により危険がある場合には、まず、非常電話または道路緊急ダイヤル（#9910）などを通じて、高速道路管

理会社に対して安全の確保をただちに申し入れてください。

ご注意

ご注意

お車を安全な場所に停車し、保証プラス会員証または車検証をご用意ください。

（1）24時間ツーリングサポートのご利用方法 ： お車が走行不能になったとき（故障の場合）

・オペレーターは、状況を判断した上で適切な処置を取らせていただきます。 

・オペレーターの指示に従っていただけない場合、24時間ツーリングサポートのご利用をお断りすることが

あります。

・サポートスタッフは、応急処置事業者・車両けん引事業者等が担当いたします。 

・現場での応急処置が不可能な場合は、お車を最寄りの指定サービス工場へけん引いたします。 

・24時間ツーリングサポート以外のサービス（JAF、レッカー事業者等）に依頼された場合には、それにより発生する費

用につき、メルセデス・ベンツ日本合同会社は負担いたしません。この場合、24時間ツーリングサポートが提供する「ド

ライバー・同乗者の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担」（P.23～25）および「修理完了車両の引き取り・搬送」

（P.26）をご利用いただくことができません。 

・24時間ツーリングサポートをご利用になられた場合に、他社の提供する一部のサービス（保険会社の提供する修理完了

車両のご自宅への納車サービス等）がご利用できなくなることがありますのでご注意ください。 

・オペレーターが選定した指定サービス工場以外へのけん引は有料となります。 

オペレーターの指示に従って行動してください。 

サポートスタッフが現場に急行し、応急処置を行ないます。 

ご注意
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けがをされた方の救護をしてください。

・けがをされた方がいるときは、消防署に救急車の出動を要請するとともに、けがをされた方の救護を行なっ

てください。ただし、頭部にけがをされている場合はむやみに動かさないでください。

事故車を安全な場所に移動してください

・続発事故を防ぐために、交通の妨げにならない安全な場所に移動してください。

・二次的な事故の防止のために非常信号用具（非常停止板等）を置くなど、必要な対応を行なってください。

警察に連絡してください。

・事故が発生した場所や事故状況、けが人の有無やけがの程度などを報告してください。

・警察からの指示がある場合は、それに従ってください。

相手の方の確認をしてください。

・相手の方の氏名や住所、連絡先、車両ナンバーを確認してください。

・警察からの指示がある場合は、それに従ってください。

（2）24時間ツーリングサポートのご利用方法 ： お車が走行不能になったとき（交通事故の場合）

ご注意 周囲の道路状況により危険がある場合には、まず、非常電話または道路緊急ダイヤル（#9910）などを通じて、高速道路

管理会社に対して安全の確保をただちに申し入れてください。

ご注意 車両の応急処置・けん引等のサービスは警察への届け出等、必要な対応が終了した後でないとご利用いただけませんの

でご注意ください。
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けがをされた方の救護をしてください。

・けがをされた方がいるときは、消防署に救急車の出動を要請するとともに、けがをされた方の救護を行なっ

てください。ただし、頭部にけがをされている場合はむやみに動かさないでください。

事故車を安全な場所に移動してください

・続発事故を防ぐために、交通の妨げにならない安全な場所に移動してください。

・二次的な事故の防止のために非常信号用具（非常停止板等）を置くなど、必要な対応を行なってください。

警察に連絡してください。

・事故が発生した場所や事故状況、けが人の有無やけがの程度などを報告してください。

・警察からの指示がある場合は、それに従ってください。

相手の方の確認をしてください。

・相手の方の氏名や住所、連絡先、車両ナンバーを確認してください。

・警察からの指示がある場合は、それに従ってください。

（2）24時間ツーリングサポートのご利用方法 ： お車が走行不能になったとき（交通事故の場合）

ご注意 周囲の道路状況により危険がある場合には、まず、非常電話または道路緊急ダイヤル（#9910）などを通じて、高速道路

管理会社に対して安全の確保をただちに申し入れてください。

ご注意 車両の応急処置・けん引等のサービスは警察への届け出等、必要な対応が終了した後でないとご利用いただけませんの

でご注意ください。

ご注意

お客様のご判断により保険会社が手配するレッカーサービスのご利用を依頼された場合、それにより発生する費用につき、

メルセデス・ベンツ日本合同会社は負担いたしません。この場合、24時間ツーリングサポートが提供する「ドライバー・同乗者

の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担」（P.23～25）および「修理完了車両の引き取り・搬送」（P.26）をご利用いただ

くことができません。

あわてずに、ツーリングサポート・コールセンター　　　 0120-650-365に連絡してください。

・車両の停止位置、スピード、信号の状況など、相手の方の状況も合わせた事故状況を確認し、メモに記して

おきます。目撃者がいる場合は、氏名や住所、連絡先をメモしておきます。

事故状況を確認してください。

・加入している保険会社または代理店に連絡してください。人身事故・対物事故いずれの場合も、事故現場では

示談しないことをおすすめします。

保険会社に連絡してください。

・一般道路上の場合は、お車の止まっている道路名（国道名など）や、場所の町名番地などをご確認ください。

・高速道路上の場合は、高速道路名、進行方行およびキロポストをご確認ください。

・オペレーターに、お客様のお車が保証プラス有効期限内である旨と、お車の車検証に記載されている車台

番号、お客様のお名前、お客様と連絡がとれる電話番号、現在地および現在の状況をお伝えください。

・携帯電話や自動車電話をお持ちでないお客様は、高速道路に設置されている非常電話等を通じて、ツー

リングサポート・コールセンター0120-650-365への連絡を高速道路管理会社に依頼してください。
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・サポートスタッフは、応急処置事業者・車両けん引事業者等が担当いたします。 

・現場での応急処置が不可能な場合は、お車を最寄りの指定サービス工場へけん引いたします。 

・24時間ツーリングサポート以外のサービス（JAF、レッカー事業者等）に依頼された場合には、それにより発生する費

用につき、メルセデス・ベンツ日本合同会社は負担いたしません。この場合、24時間ツーリングサポートが提供する「ド

ライバー・同乗者の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担」（P.23～25）および「修理完了車両の引き取り・搬送」

（P.26）をご利用いただくことができません。

・24時間ツーリングサポートをご利用になられた場合に、他社の提供する一部のサービス（保険会社の提供する修理完了

車両のご自宅への納車サービス等）がご利用できなくなることがありますのでご注意ください。

・オペレーターが選定した指定サービス工場以外へのけん引は有料となります。

ご注意

・オペレーターは、状況を判断した上で適切な処置を取らせていただきます。

・オペレーターの指示に従っていただけない場合、24時間ツーリングサポートのご利用をお断りすることが

あります。

オペレーターの指示に従って行動してください。

サポートスタッフが現場に急行し、応急処置を行ないます。
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・サポートスタッフは、応急処置事業者・車両けん引事業者等が担当いたします。 

・現場での応急処置が不可能な場合は、お車を最寄りの指定サービス工場へけん引いたします。 

・24時間ツーリングサポート以外のサービス（JAF、レッカー事業者等）に依頼された場合には、それにより発生する費

用につき、メルセデス・ベンツ日本合同会社は負担いたしません。この場合、24時間ツーリングサポートが提供する「ド

ライバー・同乗者の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担」（P.23～25）および「修理完了車両の引き取り・搬送」

（P.26）をご利用いただくことができません。

・24時間ツーリングサポートをご利用になられた場合に、他社の提供する一部のサービス（保険会社の提供する修理完了

車両のご自宅への納車サービス等）がご利用できなくなることがありますのでご注意ください。

・オペレーターが選定した指定サービス工場以外へのけん引は有料となります。

ご注意

・オペレーターは、状況を判断した上で適切な処置を取らせていただきます。

・オペレーターの指示に従っていただけない場合、24時間ツーリングサポートのご利用をお断りすることが

あります。

オペレーターの指示に従って行動してください。

サポートスタッフが現場に急行し、応急処置を行ないます。

①コールセンターによる受付

コールセンター
による受付

ご帰宅、ご旅行
継続等の費用負担

応急処置

車両けん引

修理完了車両の
引き取り・搬送

● 24時間ツーリングサポートは、故障・交通事故による走行不能時において、緊急の応急処置、お車のけん引

等のサポートを一定の条件にて無料で提供するものです。

● ツーリングサポート・コールセンターにお電話をいただきますと、適切なサポートのご提供のために、まず、

オペレーターがお客様のご利用になられているお車を特定いたします。お手元に保証プラス会員証または

車検証をご用意の上、お電話いただきますようお願いいたします。

（3）24時間ツーリングサポートの内容

・フリーダイヤル番号へ直接お電話されずに、他の電話番号経由でツーリングサポート・コールセンターと通話された

場合の電話料金などの連絡費用は、24時間ツーリングサポートでは負担いたしません。

・お客様のお車が現場から最寄りの指定サービス工場まで自走可能な場合は、サポート対象外となります。

・ウインタータイヤやタイヤチェーン等の用品の供給および着脱作業は、サポート対象外となります。

・自然災害（地震・台風・水害等）や火災による事故・故障は、サポート対象外となります。

・24時間ツーリングサポートが適用されない事項については、本冊子27～28ページをご参照ください。（ご要望のある

場合には、応急処置事業者または車両けん引事業者をご紹介します。この場合に発生する費用は、お客様のご負担に

なります。）

ご注意
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コールセンター
による受付

ご帰宅、ご旅行
継続等の費用負担

応急処置

車両けん引

修理完了車両の
引き取り・搬送

②応急処置

● 故障・交通事故の現場で、30分以内の作業によって走行可能になると判断された場合に、応急処置の手配を

行ない、その費用を負担いたします。

● 応急処置の対象となるものは、バッテリー上がり時のジャンピング、パンク時のスペアタイヤ交換（スペア

タイヤ車載時）、脱輪時の処置、ガス欠時の給油等の30分以内で終了すると見込まれる作業になります。

・応急処置は、あくまで当面の走行を可能にする一時的な処置ですので、速やかに指定サービス工場に

おいて、必ず点検整備をお受けください。その後の必要な点検整備がなされないまま不具合等が生じ

ても、一切の責任を負いかねます。

・24時間ツーリングサポートが負担する費用は、サポートスタッフの出張料、現場での作業代金、サポート

用車両の有料道路通行料です。ただし、上限を100,000円（税込み）までといたします。上限額を超える

費用およびガス欠時の燃料代は、24時間ツーリングサポートで負担する費用に含まれません。会員また

は利用者の負担となります。なお、一般保証の適用となる修理については、本冊子11ページ以下をご覧

ください。

・交通事故の際に、警察への届出等、必要な対応がなされていることを確認できない場合には、サポートを

お断りすることがあります。
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コールセンター
による受付

ご帰宅、ご旅行
継続等の費用負担

応急処置

車両けん引

修理完了車両の
引き取り・搬送

②応急処置

● 故障・交通事故の現場で、30分以内の作業によって走行可能になると判断された場合に、応急処置の手配を

行ない、その費用を負担いたします。

● 応急処置の対象となるものは、バッテリー上がり時のジャンピング、パンク時のスペアタイヤ交換（スペア

タイヤ車載時）、脱輪時の処置、ガス欠時の給油等の30分以内で終了すると見込まれる作業になります。

・応急処置は、あくまで当面の走行を可能にする一時的な処置ですので、速やかに指定サービス工場に

おいて、必ず点検整備をお受けください。その後の必要な点検整備がなされないまま不具合等が生じ

ても、一切の責任を負いかねます。

・24時間ツーリングサポートが負担する費用は、サポートスタッフの出張料、現場での作業代金、サポート

用車両の有料道路通行料です。ただし、上限を100,000円（税込み）までといたします。上限額を超える

費用およびガス欠時の燃料代は、24時間ツーリングサポートで負担する費用に含まれません。会員また

は利用者の負担となります。なお、一般保証の適用となる修理については、本冊子11ページ以下をご覧

ください。

・交通事故の際に、警察への届出等、必要な対応がなされていることを確認できない場合には、サポートを

お断りすることがあります。

過失によるキーの閉じ込み・紛失等の場合に関するご注意
（サポート提供ができませんので、ご注意ください）

メルセデス・ベンツ車、スマート車のドアロックシステムは、盗難防止の観点から特殊な構造となってい

ます。このため、キーを閉じ込み・紛失等された場合に、一般の「解錠サービス」などの方法での解錠は、

極めて困難です。

また、24時間ツーリングサポートでは、電話による本人を装った盗難行為などを防ぐ観点から、過失に

よるキーの閉じ込み、紛失・盗難等およびキーに関するトラブルにつきましては、サポートの提供をいた

しません。

以下の手順に従って、ご自身でご対処ください。

・お車のスペアキーを入手し対応する。（ご自宅に取りに戻る、ご家族・ご友人の方に届けてもらう等）

・キーの紛失・盗難等の場合には、お車をお買い求めいただいた販売店に連絡をし、スペアキーの製作手配

等を相談する。
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コールセンター
による受付

ご帰宅、ご旅行
継続等の費用負担

応急処置

車両けん引

修理完了車両の
引き取り・搬送

③指定サービス工場へのお車のけん引

● 現場での応急処置が不可能な場合、あるいは処置作業が長時間にわたる場合は、最寄りの指定サービス

工場までのけん引の手配を行ない、その費用を負担いたします。

● 入庫したお車の修理については、本サポートの「一般保証」の内容に基づき対応いたします。

・24時間ツーリングサポートでは、けん引車両の出張料・けん引料・有料道路通行料、直ちに指定サービス

工場へ入庫することができない場合に生じる車両保管料のみを負担いたします。ただし、上限を100,000円

（税込み）までといたします。

・入庫先は、オペレーターが選定する現場から最寄りの指定サービス工場となります。それ以外の場所への

けん引をご希望される場合には、有料でサポートを提供いたします。

・交通事故の際に、警察への届出等、必要な対応がなされていることを確認できない場合には、サポートを

お断りすることがあります。

・法令に違反しているか、または当社が認めていない改造若しくは架装がなされているお車については、

24時間ツーリングサポートの提供をお断りいたします。（例：当社指定サイズ以外のタイヤ・ホイールの

装着、前席ガラスへの着色フィルムの貼付等）

22



コールセンター
による受付

ご帰宅、ご旅行
継続等の費用負担

応急処置

車両けん引

修理完了車両の
引き取り・搬送

③指定サービス工場へのお車のけん引

● 現場での応急処置が不可能な場合、あるいは処置作業が長時間にわたる場合は、最寄りの指定サービス

工場までのけん引の手配を行ない、その費用を負担いたします。

● 入庫したお車の修理については、本サポートの「一般保証」の内容に基づき対応いたします。

・24時間ツーリングサポートでは、けん引車両の出張料・けん引料・有料道路通行料、直ちに指定サービス

工場へ入庫することができない場合に生じる車両保管料のみを負担いたします。ただし、上限を100,000円

（税込み）までといたします。

・入庫先は、オペレーターが選定する現場から最寄りの指定サービス工場となります。それ以外の場所への

けん引をご希望される場合には、有料でサポートを提供いたします。

・交通事故の際に、警察への届出等、必要な対応がなされていることを確認できない場合には、サポートを

お断りすることがあります。

・法令に違反しているか、または当社が認めていない改造若しくは架装がなされているお車については、

24時間ツーリングサポートの提供をお断りいたします。（例：当社指定サイズ以外のタイヤ・ホイールの

装着、前席ガラスへの着色フィルムの貼付等）

コールセンター
による受付

ご帰宅、ご旅行
継続等の費用負担

応急処置

車両けん引

修理完了車両の
引き取り・搬送

ご注意 交通事故の場合は、「D,旅行継続のためのレンタカーサポート」はご利用いただけません。

④ドライバー・同乗者の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担

● 24時間ツーリングサポートによって、お客様のお車を最寄りの指定サービス工場へけん引し、修理に３時間

以上かかると判断された場合に、以下のいずれかのサポートを提供いたします。

● お車が、お客様のご自宅やお車の車庫として登録されている駐車場、法律で認められる車庫証明の範囲内で

走行不能になった場合には、本サポートは適用されません。

・故障が原因の場合には、右の4つのサポートのうち、いずれか1つのサポートを

オペレーターの判断に基づき提供いたします。

（サポートの内容は、次ページをご参照ください。）

・Aご帰宅、Bご旅行継続は、公共交通手段のご利用となります。 

故障の場合

・交通事故が原因の場合には、右の3つのサポートのうち、いずれか1つのサポー

トをオペレーターの判断に基づき提供いたします。

（サポートの内容は、次ページをご参照ください。）

・Aご帰宅、Bご旅行継続は、公共交通手段のご利用となります。

交通事故の場合

A　帰宅費用サポート 

B　旅行継続サポート

C　宿泊サポート

D　旅行継続のための
　　レンタカーサポート

A　帰宅費用サポート 

B　旅行継続サポート

C　宿泊サポート
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ドライバー・同乗者の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担

サポート内容

A

B

C

上限金額 備考 故障の
場合

交通事故の
場合（税・サービス料金を含む）

帰宅費用
サポート

帰宅するための公共交通
手段の手配およびその費
用負担（実費）

タクシー、
鉄道、
飛行機
など

￥50,000
（一人あたり）
ただし総額
￥100,000

・お客様の自宅および適用地域における居所に戻る場合に
適用します。

適用
されます

適用
されます

旅行継続
サポート

当初の目的地までの公共
交通手段の手配および
費用負担（実費）

タクシー、
鉄道、
飛行機
など

￥50,000
（一人あたり）
ただし総額
￥100,000

・事前に決めた旅程において、走行不能になった当時向かって
いた場所への移動に適用します。

適用
されます

適用
されます

宿泊
サポート

現地で修理を待つ間の
宿泊の手配およびその費
用負担（実費）

室料・
サービス料
および
税金

￥40,000
（一人あたり）
ただし総額
￥80,000

・走行不能発生日から2泊までを上限といたします。
・現地でお車の修理を待ち、修理完了後お客様ご自身が
お車を引き取りに行くことを原則とします。

・食事、クリーニングなどの個人的な費用はお客様の負担と
なります。

・宿泊の場合は、お客様が事前に決められたご旅程でのご宿
泊については費用負担できません。

適用
されます

適用
されます

D

旅行継続
のための
レンタカー
サポート

旅行継続のため、レンタ
カーの手配およびその費
用負担（実費）

車両基本
使用料金
など

￥30,000
（一日あたり）
ただし総額
¥90,000

・走行不能発生時から72時間を上限とします。
・お車を現地での修理完了後にお客様ご自身で引き取りに
行き、レンタカーをご自身で返却することを原則とします。

・ドライバーがレンタカー会社の貸し出し基準を満たす場合
に限ります。
・レンタカーの車種、装備については、当社が指定するもの
となります。手配の都合上、お客様のご希望に沿えない
場合がございます。

・燃料代、保険料、乗り捨て料金はお客様負担となります。
・修理期間中の代車ではありません。

適用
されます

適用
されません
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ドライバー・同乗者の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担

サポート内容

A

B

C

上限金額 備考 故障の
場合

交通事故の
場合（税・サービス料金を含む）

帰宅費用
サポート

帰宅するための公共交通
手段の手配およびその費
用負担（実費）

タクシー、
鉄道、
飛行機
など

￥50,000
（一人あたり）
ただし総額
￥100,000

・お客様の自宅および適用地域における居所に戻る場合に
適用します。

適用
されます

適用
されます

旅行継続
サポート

当初の目的地までの公共
交通手段の手配および
費用負担（実費）

タクシー、
鉄道、
飛行機
など

￥50,000
（一人あたり）
ただし総額
￥100,000

・事前に決めた旅程において、走行不能になった当時向かって
いた場所への移動に適用します。

適用
されます

適用
されます

宿泊
サポート

現地で修理を待つ間の
宿泊の手配およびその費
用負担（実費）

室料・
サービス料
および
税金

￥40,000
（一人あたり）
ただし総額
￥80,000

・走行不能発生日から2泊までを上限といたします。
・現地でお車の修理を待ち、修理完了後お客様ご自身が
お車を引き取りに行くことを原則とします。

・食事、クリーニングなどの個人的な費用はお客様の負担と
なります。

・宿泊の場合は、お客様が事前に決められたご旅程でのご宿
泊については費用負担できません。

適用
されます

適用
されます

D

旅行継続
のための
レンタカー
サポート

旅行継続のため、レンタ
カーの手配およびその費
用負担（実費）

車両基本
使用料金
など

￥30,000
（一日あたり）
ただし総額
¥90,000

・走行不能発生時から72時間を上限とします。
・お車を現地での修理完了後にお客様ご自身で引き取りに
行き、レンタカーをご自身で返却することを原則とします。

・ドライバーがレンタカー会社の貸し出し基準を満たす場合
に限ります。
・レンタカーの車種、装備については、当社が指定するもの
となります。手配の都合上、お客様のご希望に沿えない
場合がございます。

・燃料代、保険料、乗り捨て料金はお客様負担となります。
・修理期間中の代車ではありません。

適用
されます

適用
されません

● 本サポートは、お客様のご帰宅や当初の目的地への移動またはご旅行継続のためのものであり、ご帰宅後ま

たはご旅行終了後からお車の修理が完了するまでの期間は、サポート対象になりません。

● 本サポートをご利用になられる際は、原則として、上記サポート内容で発生するサポート費用を一時的にお客

様にてお立て替えいただきます。後日ツーリングサポート･コールセンターからお客様にお送りする精算用紙

に所定の事項をご記入いただき、領収書を添付のうえ、ご返信ください。当社より、お立て替えいただいたサ

ポート費用の実費と同額を振込精算いたします。

● お車に搭載されている荷物の運送費は、24時間ツーリングサポートでは負担いたしません。
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コールセンター
による受付

ご帰宅、ご旅行
継続等の費用負担

応急処置

車両けん引

修理完了車両の
引き取り・搬送

⑤修理完了車両の引き取り・搬送

● 修理が完了したお車を、その修理を行なった指定サービス工場まで引き取りに行かれるための交通費を

負担いたします。（※1）

● または、お客様の最寄りの指定サービス工場までお車を搬送いたします。

（※2）（※3）

（※1）：24ページ記載「ドライバー・同乗者の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担」のうちA）帰宅費用

サポートまたはB）旅行継続サポートを受けられた場合には、そのドライバー等が、修理を行なった

指定サービス工場まで修理が完了したお車を引き取りに行くためのタクシー・鉄道・バス等の公共

交通機関の費用（実費、1名分）を負担いたします。ただし、上限を50,000円（税込み）までといた

します。

（※2）：修理を行なった指定サービス工場と、お客様の最寄りの指定サービス工場との距離が、100km以

上ある場合は、お客様の最寄りの指定サービス工場までの、お車の搬送を選択することもできます。

ただし、上限を100,000円（税込み）までといたします。

この搬送を選択された場合は、（※１）に定める費用は負担いたしません。

（※3）：修理が完了したお車を、お客様のご自宅まで納車する行為は、24時間ツーリングサポートでは提供

いたしません。
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コールセンター
による受付

ご帰宅、ご旅行
継続等の費用負担

応急処置

車両けん引

修理完了車両の
引き取り・搬送

⑤修理完了車両の引き取り・搬送

● 修理が完了したお車を、その修理を行なった指定サービス工場まで引き取りに行かれるための交通費を

負担いたします。（※1）

● または、お客様の最寄りの指定サービス工場までお車を搬送いたします。

（※2）（※3）

（※1）：24ページ記載「ドライバー・同乗者の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担」のうちA）帰宅費用

サポートまたはB）旅行継続サポートを受けられた場合には、そのドライバー等が、修理を行なった

指定サービス工場まで修理が完了したお車を引き取りに行くためのタクシー・鉄道・バス等の公共

交通機関の費用（実費、1名分）を負担いたします。ただし、上限を50,000円（税込み）までといた

します。

（※2）：修理を行なった指定サービス工場と、お客様の最寄りの指定サービス工場との距離が、100km以

上ある場合は、お客様の最寄りの指定サービス工場までの、お車の搬送を選択することもできます。

ただし、上限を100,000円（税込み）までといたします。

この搬送を選択された場合は、（※１）に定める費用は負担いたしません。

（※3）：修理が完了したお車を、お客様のご自宅まで納車する行為は、24時間ツーリングサポートでは提供

いたしません。

以下の事項を含め、24時間ツーリングサポートが適用されない場合があります。
詳細は本冊子「Ⅵ 保証プラス契約約款6条以下」をご覧ください。

（4）24時間ツーリングサポートが適用されない事項

● 故障現場から最寄りの指定サービス工場まで自走可能な場合（例えば、カーナビゲーションシステム、エアコンディ

ショナーの不具合については、自走可能な場合に該当します。）
● 鍵を紛失または盗難された場合
● お客様の過失による鍵の閉じ込みの場合

①自走可能な場合、鍵の閉じ込みなどの場合

● 自然災害（地震、台風、水害など）や火災による事故・故障
● 着雪時および埋雪時の救援
● ウインタータイヤ、タイヤチェーンの着脱、破損（これらの場合、お客様のご要望により、応急処置事業者または車両けん

引事業者をご紹介します。この場合に発生する費用は、お客様のご負担となります。）

②気象状況、自然災害などの場合

● 取扱説明書に示す取扱方法と異なる使用、仕様の限度を超える使用が行なわれている場合
● 一般に自動車の走行しない場所での走行、あるいはレース、ラリー等の過酷な走行が行なわれている場合

③お取扱の不備などの場合
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● 法令に違反しているか、または当社が認めていない改造、架装、変更が加えられている場合（例：当社指定サイズ以外

のタイヤ・ホイールの装着、前席ガラスへの着色フィルムの貼付等）
● 法律で禁止されているか、または運転中には不適当とされる薬物類の服用や飲酒運転の場合
● お車の利用者が、法律・条例・諸規則で定める禁止事項、あるいは遵守事項に違反したために発生した事故・故障
● 交通事故の際に、警察への事故報告等の法令に基づく適切な措置が行なわれていない場合

④法令等の不遵守などの場合

● レンタカー、事業用車両等の場合
● お車の利用者から虚偽の申告があった場合、会員または利用者からの要求の内容・態様が濫用と認められる場合
● 他のサポートや路上サービスを手配した場合およびオペレーターの指示に従っていただけない場合

⑤その他
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● 法令に違反しているか、または当社が認めていない改造、架装、変更が加えられている場合（例：当社指定サイズ以外

のタイヤ・ホイールの装着、前席ガラスへの着色フィルムの貼付等）
● 法律で禁止されているか、または運転中には不適当とされる薬物類の服用や飲酒運転の場合
● お車の利用者が、法律・条例・諸規則で定める禁止事項、あるいは遵守事項に違反したために発生した事故・故障
● 交通事故の際に、警察への事故報告等の法令に基づく適切な措置が行なわれていない場合

④法令等の不遵守などの場合

● レンタカー、事業用車両等の場合
● お車の利用者から虚偽の申告があった場合、会員または利用者からの要求の内容・態様が濫用と認められる場合
● 他のサポートや路上サービスを手配した場合およびオペレーターの指示に従っていただけない場合

⑤その他

引越し、改姓等で下記情報に変更が生じた場合は、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場にお申し出の上、

「変更届」をご提出ください。

・お名前 　 　 　

・お電話番号 　 　 　

・ご住所 　 　 　

・お車の登録番号 　 　

保証プラスのサービスを迅速にご提供させていただくために、大変重要な情報ですので、お手続きをお願いいたします。

（1）お客様情報を変更された場合のお願い

保証プラスのサービス提供期間内に、お車の譲渡等で保証プラス会員証に記載されているお客様が保証プラス会員証に

記載されているお車の所有者または使用者でなくなった場合、その時点でこのサービスの提供が一時停止します。

（2）サービス提供の一時停止

保証プラスのサービス提供期間が残っているお車を取得したお客様は、最寄りのメルセデス・ベンツ正規販売店または指定

サービス工場にお申し出の上、継承に必要な点検・手続（有料）および不具合箇所の修理（有料）をお受けください。

この手続きが完了すると、保証プラスのサービス提供終了日まで保証プラスのサービスの提供を受けることができます。

ただし、法律および当社が認めていない改造、架装、変更が当該車両に加えられている場合は、この継承手続きをお断り

する場合がありますので、予めご了承ください。

（3）継承
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<会員都合によるサービス契約の解約>

保証プラス契約の解約は、当該車両が廃車された場合のみ可能であり、且つ下記の両方に該当する場合に限り、所定の金額

の利用料金を返金します。

・解約届の提出完了時に保証プラスの提供期間の残存期間が4ヶ月以上あること

・保証プラスの提供期間中、一般保証のサービス提供を一度も受けていないこと

廃車の事実を公的証明書で確認できない場合は、利用料金の返金はいたしかねますので予めご了承ください。

<メルセデス・ベンツの新車にお乗換えの場合>

保証プラスのサービス開始日までに、廃車のうえ保証プラスを解約し、メルセデス・ベンツ正規販売店で新車をご購入の上、

保証プラスを新たにお申込いただくときは、お支払い済みの利用料金全額を次のお車の保証プラス利用料金に振り替える

ことができます。ただし、モデルが異なる、もしくは保証プラスの利用料金が改訂されている等の場合は、差額を調整いたし

ます。また、解約と新車の保証プラスの申込は2ヶ月間以内に、同一のメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工

場にてお手続きいただきますようお願いいたします。

（4）解約/利用料金の返金
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<会員都合によるサービス契約の解約>

保証プラス契約の解約は、当該車両が廃車された場合のみ可能であり、且つ下記の両方に該当する場合に限り、所定の金額

の利用料金を返金します。

・解約届の提出完了時に保証プラスの提供期間の残存期間が4ヶ月以上あること

・保証プラスの提供期間中、一般保証のサービス提供を一度も受けていないこと

廃車の事実を公的証明書で確認できない場合は、利用料金の返金はいたしかねますので予めご了承ください。

<メルセデス・ベンツの新車にお乗換えの場合>

保証プラスのサービス開始日までに、廃車のうえ保証プラスを解約し、メルセデス・ベンツ正規販売店で新車をご購入の上、

保証プラスを新たにお申込いただくときは、お支払い済みの利用料金全額を次のお車の保証プラス利用料金に振り替える

ことができます。ただし、モデルが異なる、もしくは保証プラスの利用料金が改訂されている等の場合は、差額を調整いたし

ます。また、解約と新車の保証プラスの申込は2ヶ月間以内に、同一のメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工

場にてお手続きいただきますようお願いいたします。

（4）解約/利用料金の返金
保証プラスの提供期間中、保証プラスに基づく一般保証が一度も提供されなかった場合、且つ下記両方に該当する場合に

限り、次の①または②の特例のいずれかを選択して受けることができます。

・保証プラス購入時の価格が通常価格であること

・保証プラスの提供終了日まで保証プラス契約が有効に継続したこと

① 新車登録日から60ヶ月目の車検整備を指定サービス工場で受ける場合

車検整備に要するMB2年点検の代金につき、3万円（税抜き）の割引を受けることができます。ただし、MB2年点検の代

金が、3万円（税抜き）を超える場合には、その超過額は会員の負担となります。

② 新車登録日から60ヶ月目に、メルセデス・ベンツ車両またはスマート車両の新車または認定中古車*1に乗り換え、サービ

ス契約*2を新たに締結する場合、サービス契約の利用料金につき、3万円（税抜き）の割引を受けることができます。

*1 認定中古車を購入される場合、各サービス契約約款に記載された申込可能期間内のサービス契約が対象になります。
*2 メルセデス・ベンツ車の保証プラス契約、認定中古車保証プラス契約、メンテナンスプラス契約、メンテナンスプラスライト契約、メンテナンス＆保証プラ

ス契約／スマート車のsmartメンテナンス契約、smartメンテナンスプラス契約が対象です。

（5）一般保証の提供を受けなかった場合の特例

メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社（MBF）オートローンにて、お車をご購入いただく場合、保証プラスの利用料金を

併せてMBFオートローンでお支払いいただくことが可能です。なお、MBFオートローンを早期完済いただく場合は保証

プラスの利用料金も同時にご精算いただくことになります。詳細についてはメルセデス・ベンツ正規販売店までお問い合わせ

ください。

（6）ローンのお取扱い
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リース契約を締結する車両については、保証プラス利用料金相当額をリース料に含めて支払うことができます。

この場合、保証プラスの申込可能期間は、リース契約の締結前までとし、申込者はリース会社となります。

リース契約につきましては、リース会社にお問い合わせください。

（7）リース契約の特例

保証プラスは、お車の走行不能の原因について、製造会社メルセデス・ベンツAG（ドイツ）および当社の製造物責任その他

の法的責任とは関係なく提供されるものです。

（8）ご注意
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リース契約を締結する車両については、保証プラス利用料金相当額をリース料に含めて支払うことができます。

この場合、保証プラスの申込可能期間は、リース契約の締結前までとし、申込者はリース会社となります。

リース契約につきましては、リース会社にお問い合わせください。

（7）リース契約の特例

保証プラスは、お車の走行不能の原因について、製造会社メルセデス・ベンツAG（ドイツ）および当社の製造物責任その他

の法的責任とは関係なく提供されるものです。

（8）ご注意

本保証プラス契約約款（以下、「本約款」といいます）は、保証プラスに加入する会員（以
下、「会員」といいます）とメルセデス・ベンツ日本合同会社（以下、「当社」といいます）
との間で、当社が有料で提供する一般保証および 24 時間ツーリングサポートからなる保
証プラスに関わる一切の事項に適用されます。

1. 本約款の適用・定義
（１）本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
①本サービス契約：会員と当社の間で本約款にもとづいてなされる本サービスに関する契
約
②本サービス：契約車両に対し行われる一般保証および 24 時間ツーリングサポートの総
称
③一般保証：契約車両を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が発生した場合に、
これを当社が指定する指定サービス工場において無料で修理するサービス
④ 24 時間ツーリングサポート：契約車両が故障・交通事故により走行不能となったときに、
緊急の応急措置、車両のけん引、会員の帰宅・旅行継続の手配その他を提供するサービス
⑤契約車両：第 2 条（４）項で定義する会員証に記載された車台番号の車両で、会員と当
社との本サービス契約により、本サービスの提供の対象となるメルセデス ･ ベンツ車両ま
たはスマート車両
⑥対象車両：当社の定める本サービス契約の申込可能な車両
⑦利用者：会員から契約車両の利用の許諾を受け、正当な権限のもとに当該契約車両を現
に利用している者
⑧指定サービス工場：当社が指定するメルセデス・ベンツサービス工場・スマートサービ
ス工場
⑨新車保証：当社がメルセデス・ベンツ車両およびスマート車両の新車販売時に、車両に
付保する保証
⑩新車保証期間：新車保証が適用される期間（新車登録日から 3 年間）
⑪新車登録日：対象車両が新車として登録された日（初度登録日）
⑫ MB2 年点検：整備手帳の点検整備方式の点検整備項目／メーカー指定点検／ MB2 年欄 
に記載された全ての点検整備（法定 2 年点検を含む）

（２）本約款の適用と変更
当社は、本約款に従って本サービスを提供します。また、当社は、本約款を変更すること
ができます。この場合、当社は、変更後の約款に従って本サービスを提供します。当社は、
本約款を変更する場合、当社ホームページに、本約款を変更する旨および変更後の本約款
の内容並びにその効力発生時期を掲載することにより、会員に周知するものとします。

2. 本サービス契約の申込
（１）申込手続
本サービス契約の申込者は、あらかじめ本約款の遵守を承諾した上で、当社所定の申込書に
必要事項を記入し、当社の指定するメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場
を経由して、本条（３）項に定める申込可能期間内に当社宛に申込書を提出し利用料金を支
払うものとします。ただし、当社が別途ウェブサイトその他所定の電子機器による申込手続
を用意した場合、申込者は、これらに従い申込手続を行うことができます。また、当社から
直接対象車両の販売を受けた場合、当社に直接申し込むこともできるものとします。当社は、

契約車両 1 台につき、その所有者または使用者と会員契約を締結するものとします。申込
者は、本条（２）項に定める対象車両の所有者または使用者とします。対象車両の所有者ま
たは使用者として登録されていない方は、本サービス契約を申し込むことができません。

（２）対象車両 
対象車両は、当社が輸入し、日本国内で販売されたメルセデス・ベンツ車両およびスマート
車両とし、日本国内で自家用乗用車として使用されている車両とします。また、申込時期が
新車登録後 12 ヶ月を超えている場合には、上記に加え、指定サービス工場で法令および当
社が指定する定期点検整備を受けていることが、車載の整備手帳にて確認できる車両としま
す。ただし、以下①～⑨の車両または以下②～⑥の車両履歴を有する車両については、申し
込むことができません。万一、誤って申込手続が完了した場合、当該契約は無効とし、当社
は会員に対し、受領済みの利用料金をすみやかに返還するものとします。ただし、会員が本
サービスの提供を受けたときは、本サービスの提供に要した費用を利用料金から控除して返
還するものとします。
①本冊子 41 ページ「利用料金表」にクラス / モデルの記載がされていない車両
②レンタカー※
③事業用車両（ 例：ハイヤー、タクシー等 ）
④特種用途車両（ 例：キャンピングカー、教習車、事務室車、霊柩車等 ）
⑤法令に違反しているか、または当社が認めていない改造、架装、変更が加えられている車
両
⑥競技車両
⑦当社の新車保証が付保されていない車両
⑧中古車の場合で新車保証の保証書第 8 条に定める保証の継承手続きが行なわれていない
車両
⑨メルセデス・ベンツ正規販売店、指定サービス工場、自動車販売業者または整備業者が所
有者または使用者の車両
※（特例）「②レンタカー」の車両履歴がある車両であっても、以下のいずれの条件も充た
す場合には、対象車両に含まれます。
・自家用乗用車として使用していること
・申込時の総走行距離が 1 日当たり 55km を超えていないこと（総走行距離÷新車登録日
から申込日までの日数≦ 55km）

（３）申込可能期間 
本サービス契約の申込可能期間は、新車登録日から 36 ヶ月目までとします。

（４）会員証 
本サービス契約は、「保証プラス会員証」（以下、「会員証」といいます）にサービス開始日、
終了日、契約車両の登録番号、新車登録日、車台番号等の必要事項が記入され、会員が本 
サービスをお申込になったメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場が捺印を
することにより、申込手続が完了し、会員証が有効となります。

3. 本サービスの期間
（１）本サービスの契約期間
本サービスの契約期間は、以下の契約締結日から契約終了日までとします。
・契約締結日：第 2 条（４）項に定める会員証が有効となった日
・契約終了日：本条（２）項に定める本サービスの提供終了日。ただし、第 11 条（５）項契約
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期間中の本サービス契約の終了事由が発生した場合は、その日まで。
（２）本サービスの提供期間
本サービスの提供期間は、以下の提供開始日から提供終了日までとします。なお、当該期間中
の走行距離の制限はありません。
・本サービスの提供開始日は、新車登録日から 36 ヶ月後の応当日（新車保証期間終了日の翌日）
とし、申込書および会員証の「サービス開始日」欄に記載します。
・本サービスの提供終了日は、新車登録日から 60 ヶ月後の応当日の前日とし、申込書および会
員証の「サービス終了日」欄に記載します。

（３）会員証の記載が上記各規定と異なる場合は、上記各規定に従うものとします。

4. 本サービスの適用
4.1　通則

（１）本約款の規定は、日本国内においてのみ有効であり、日本国内で使用される車両に
のみ適用されます。日本以外の国において契約車両が使用される場合は、当社は本サービ
スの提供はいたしません。

（２）会員または利用者が、本サービス提供のために必要な本人確認および事故・故障の
状況等に関する情報や書類の提示を求められたにもかかわらず提供しない場合は、本サー
ビスを受けられないことがあります。

（３）会員および利用者は、以下の事項を遵守するものとします。
①取扱説明書に示す取扱方法に従った正しい使用
②法令に定める日常点検および整備（高速走行前の点検を含む）の実施
③指定サービス工場での法令および当社が指定する定期点検整備の実施
④整備手帳、取扱説明書等に示す定期交換部品、油脂類、冷却水等の指定どおりの交換・
補給
⑤上記③の実施が確認できる整備手帳、自動車検査証、会員証の提示

4.2　一般保証の適用 
会員または利用者が、一般保証の提供を受ける場合には、本サービスの提供期間内に最寄
りの指定サービス工場に契約車両をお持込いただき、整備手帳、自動車検査証、会員証を
ご提示の上、指定サービス工場のサービスアドバイザーに保証修理をお申し付けください。

4.3　24 時間ツーリングサポートの適用
会員または利用者が、24 時間ツーリングサポートの提供を受ける場合には、本サービス
の提供期間内に当社が指定する 24 時間ツーリングサポートのコールセンターに連絡し、
契約車両の車台番号、会員の氏名、会員または利用者と連絡が取れる電話番号、現在地、
現在の状況等の当社が 24 時間ツーリングサポートを提供するための情報を伝えるものと
します。会員または利用者は、契約車両の現在地に到着したサポートスタッフに対して、
会員証および自動車検査証を必ず提示するものとします。なお、高速道路において周囲の
道路状況により危険がある場合には、まず、非常電話または道路緊急ダイヤルなどを通じ
て、高速道路管理会社に対して安全の確保をただちに申し入れてください。

5. 本サービスの内容
5.1　一般保証の内容 
契約車両を構成する純正部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本約款に定
める条件によって、指定サービス工場においてこれを無料で修理いたします。保証修理は、
部品の交換または補修により行ないます。また、交換のために取り外した部品は、当社の
所有物となります。
 
5.2　24 時間ツーリングサポートの内容

（１）応急処置 
契約車両が応急処置（バッテリーあがり時のジャンピング、パンク時のタイヤ交換（ただ
し、スペアタイヤが車載されている場合）、脱輪時の処置、ガス欠時の給油など 30 分以内
で終了すると見込まれる処置）により、走行可能と判断された場合は、応急処置の手配を
行ない、当社が以下の費用を負担します（上限 100,000 円（税込み）まで）。
①作業者の出張料
②現場での作業代金
③作業車両の有料道路通行料
上記①、②および③の合計額のうち上記上限額を超える費用並びにガス欠時の燃料代は、
会員または利用者の負担となります。なお、一般保証の適用となる修理については、一般
保証に定めるとおりの対応となります。

（２）指定サービス工場へのけん引 
現場での応急処置が不可能な場合または応急処置に長時間必要であると判断された場合
は、契約車両を最寄りの指定サービス工場へけん引するための手配を行ない、当社が以下
の費用を負担します（上限 100,000 円（税込み）まで）。
①けん引車両の出張料、けん引料、有料道路通行料
②直ちに指定サービス工場に入庫できなかったために生じた契約車両の保管料 
上記上限額を超える費用は、会員の負担となります。なお、入庫先の指定サービス工場の
選定は、契約車両からの距離や稼働状況を考慮してオペレーターが行ないます。当社が選
定した工場以外の指定サービス工場への入庫を会員または利用者が依頼し、そのための費
用が発生した場合には、差額は会員または利用者の負担となります。

（３）ドライバー、同乗者の方々のご帰宅、旅行継続の費用負担 
出先や旅行先で契約車両が指定サービス工場にけん引され、契約車両の修理完了までに長
時間（3 時間以上）が必要と判断された場合において、（ｱ）故障による場合、本約款末尾表 
1 の「帰宅、旅行継続の手配の内容」（A）（B）（C）（D）のいずれかのサポートを、（ｲ） 
交通事故の場合、同（A）（B）（C）のいずれかのサポートを手配し、条件内での費用を負
担します。なお、交通費、宿泊費、レンタカー代については、原則として、会員または利
用者に一時的に費用を負担していただき、後日精算いたします。サポート内容につきまし
ては、オペレーターの判断で行ないます。ただし、下記の①の場合および②の期間につい
ては、本条（３）項のサポートは適用されません。
①契約車両が、会員の自宅や契約車両の車庫として登録されている駐車場、法令で認めら
れる車庫証明に記載された場所で走行不能になった場合
②帰宅後または旅行終了後で、契約車両の修理が完了するまでの期間
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（４）修理完了後の契約車両の引き取りまたは搬送 
修理が完了した契約車両を会員または利用者が引き取りに行くための交通費の負担、また
は、会員の最寄りの指定サービス工場までの契約車両の搬送を、下記①ないし②の条件に
従い、当社が行ないます。
①修理を行なった指定サービス工場まで、契約車両を引き取りに行くための交通手段の手
配およびその費用負担（1 名分）を、帰宅、旅行継続のサポートと同様の条件でいたしま
す（上限 50,000 円（税込み）まで）。
②修理を行なった指定サービス工場と、会員の最寄りの指定サービス工場との距離が
100km 以上のときには、会員の最寄りの指定サービス工場までの、契約車両の搬送を選択 
することもできます（上限 100,000 円（税込み）まで）。修理が完了した契約車両を、会
員または利用者の自宅まで納車することは、24 時間ツーリングサポートの内容には含ま
れません。

6. 本サービスが適用されない場合
6.1　一般保証・24 時間ツーリングサポート共通 
以下に該当または起因すると判断された場合、本サービスは適用されません。
①契約車両の使用開始後に、指定サービス工場にて法令および当社が指定する点検整備を
受けていただいていない場合
②法令および当社が認めていない改造または架装が行なわれていた場合（当社指定サイズ 
以外のタイヤ・ホイールの装備、前席ガラスへの着色フィルムの貼付を含みます）
③指定サービス工場以外の工場における整備および会員または契約車両の利用者の整備お
よび修理に起因する不具合
④取扱説明書に記載された取扱方法、注意事項、その他操作方法を守らなかった場合
⑤当社指定部品（油脂類、油類を含みます）以外が使用されていた場合
⑥一般に自動車の走行しない場所での走行、レース、ラリー等過酷な走行、または仕様の
限度を越える酷使
⑦地震、台風、水害等の天災および火災、事故その他の災害による事故・故障
⑧法令で禁止されている、または運転中には不適当とされる薬物類の服用や飲酒運転の場
合
⑨無資格運転等の法令に違反した運転の場合
⑩会員または利用者から虚偽の申告があった場合、会員または利用者からの要求の内容・ 
態様が濫用と認められる場合
⑪会員または利用者が、法令に定める禁止事項または遵守義務に違反したために発生した
事故・故障
⑫犯罪的行為への加担による事故・故障
⑬会員または利用者の故意・過失による故障（ただし、交通事故による故障の場合、24 
時間 ツーリングサポートは適用されます）
⑭第 11 条の事由が発生した場合
⑮自動車検査証の有効期間外の場合
⑯本サービス契約の申込前に発生した事故・故障

⑰第 4.1 条（３）項が守られていない場合
⑱通常の注意で発見処理できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合
⑲第 2 条（２）項に定める対象車両に該当しない車両であった場合

6.2　一般保証が適用されない場合 
以下に該当または起因すると判断された場合、一般保証は適用されません。あわせて本約
款末尾表 2 を参照ください。
①定期交換部品、消耗品部品、油脂類の交換
②法令に定められた定期点検整備および当社が指定する点検整備
③一般メンテナンスとみなされる作業（点検、清掃を含む）
④指定サービス工場以外での修理費用
⑤損耗・摩滅によるもの、または経年変化による次の現象
・摺動部品および回転部品
・電気製品の寿命
・樹脂部品、塗装面・メッキ面等の自然退色、錆、劣化等
・緩衝部品のへたり
・その他上記に類するもの
⑥音、振動、操作のフィーリング、オイルのにじみ等、一般的に車両の機能に影響のない
ことが認められている現象
⑦煤煙、薬品、オイル、鳥糞、雹、酸性雨、降灰、塩害、飛石、鉄粉などの外的要因、ま
たはボディその他の外装部品の手入れの不備による不具合
⑧交通事故等の車両修理による不具合等、材料または製造上の不具合に起因しないものと
認められる不具合
⑨アクセサリー・販売店オプションの不具合
⑩修理を行なう際の車両の持ち込みおよび引き取り
⑪契約車両が使用できなかったことに起因する不便さおよび損害など（レンタカー代金、
宿泊費、交通費を含む）
⑫カーナビゲーションシステムおよびカーオーディオ等の各種データが失われた場合

6.3　24 時間ツーリングサポートが適用されない場合 
（１）第 6.1 条の定めに加え、以下に該当、起因すると判断された場合、24 時間ツーリン
グサポートは適用されません。
①故障現場から最寄りの指定サービス工場まで自走可能な場合（例えば、カーナビゲーシ
ョンシステム、カーオーディオ、エアコンディショナーの不具合については、自走可能な
場合に該当します）
②鍵の紛失または盗難の場合
③過失による鍵の閉じ込みの場合
④契約車両またはその付属品が盗難にあった場合
⑤一部離島地域における事故・故障（この場合の一部離島地域とは、北海道・本州・四国・
九州・沖縄本島を除く指定サービス工場が存在しない離島または指定サービス工場の所在
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地と陸続きでない地域を意味します）
⑥契約車両着雪時および埋雪時の救援
⑦ウインタータイヤ、タイヤチェーンの着脱、破損（これらの場合、ご要望により、応急
処置事業者または車両けん引事業者をご紹介します。この場合に発生する費用は、会員ま
たは利用者の負担となります。）
⑧他のサポートや路上サービスを手配した場合およびオペレーターの指示に従わなかった
場合
⑨警察への事故報告等の法令に基づく適切な措置が行なわれていない場合
⑩警察・消防等の指示または法令により 24 時間ツーリングサポートを提供することがで
きない場合
⑪戦争、暴動、内乱、騒じょう、国または地方公共団体の公権力の行使その他不可抗力に
より 24 時間ツーリングサポートを提供することができない場合
⑫気象状態・周辺状況等で作業に通常以上の危険が伴うものと判断される場合
⑬ 24 時間ツーリングサポート提供者の状況判断により作業困難と判断した場合
⑭ 24 時間ツーリングサポート提供時に、第三者の所有物、権利または利益に対し制限ま
たは損害を発生させるおそれがある場合
⑮契約車両についての自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入して
いない場合（有効期間経過後の場合を含みます）

（２）当社が負担しない費用 
当社は、24 時間ツーリングサポートの提供にあたり、次に示す費用は負担致しません。
①一般保証の適用とならない修理費用および補修部品代（ガス欠時の燃料代を含む）
②契約車両が使用できないことによる損失（休業補償、商業補償等）
③ 24 時間ツーリングサポートを依頼する際の電話代などの連絡費用
④契約車両に搭載されていた荷物の運送費

7. 届出事項、変更事項、通知方法
（１）申込書に記載されている会員の氏名、電話番号、住所、契約車両の登録番号に変更
があった場合、会員はその変更事項につき、当社の指定する変更届をもって、当社の指定
するメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場へ速やかに届け出るものとし
ます。

（２）会員は、契約車両を廃車する場合は、予め当社所定の届出書により、当社の指定する 
メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場に本サービス契約の解約を届け出
るものとします。

（３）会員は、本会員証を汚損・紛失した場合は、当社の指定するメルセデス・ベンツ正
規販売店または指定サービス工場へお申し出ください。有料にて再発行の手続きを行ない
ます。

（４）当社から会員に通知を行なう場合は、会員から当社に届け出がなされている氏名、
名称、住所宛に行ないます。なお、会員がその氏名、名称または住所に変更があったにも
かかわらず、本条（１）項に定める届け出を怠った場合には、当社からの通知は、当社が
会員から当社に届け出がなされている宛先へ通知を発し、その通知が通常到達すべき時に

到達したものとみなします。

8. 本サービスの一時停止
当社は契約車両の所有者である会員がその所有者でなくなった場合および契約車両の使用
者である会員がその使用者でなくなった場合、所定の継承の手続きが完了するまで、対象
車両について本サービスの提供を一時停止します。なお、一時停止の期間にかかわらず、
本サービスの提供終了日は、従前通りとし変更されないものとします。

9. 会員である所有者または使用者が変更される場合の扱い
（１）以下の各号の場合、新たに契約車両の会員になろうとする方は、当社の指定するメ
ルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場において、当社所定の契約車両の
点検（特に一般保証できる状態にあることの確認）および会員証の再発行等の本サービ
ス契約継承の手続き（有料）が完了することを条件に、その手続き完了時から本サービ
スの提供終了日までの残りの期間につき、本サービスの提供を受けることができます。
この継承の手続きに要する費用につきましては、メルセデス・ベンツ正規販売店または
指定サービス工場にお問い合せください。
①所有者が会員である契約車両が譲渡または相続された場合
②会員である使用者以外の方が新たに使用者となった場合

（２）前項の継承の手続きの点検において、契約車両につき、事故による損傷箇所または
整備・修理を要する箇所等が確認された場合、その整備・修理等の費用は、一般保証の
対象とはなりません。当該整備・修理等の実施（有償）が継承の手続き完了の条件とな
ります。

10. 本サービス契約の譲渡・継承
本サービス契約に基づく会員の地位は、対象車両に付属するものとして、独立してこれを
譲渡したり、担保に供することはできません。

11. 本サービス契約の解約・解除・終了
（１）当社都合による本サービス契約の解約
当社は、3 ヶ月間の予告期間をもって会員に通知の上、本サービスの提供を中止し、本
サービス契約を解約することができます。この場合、以下の計算式に従い、残存するサ
ービス提供期間に応じて、支払い済みの利用料金を会員に無利息で返還します。

「返還額」＝「支払済みの利用料金」×「本サービス契約解約時点での残存する提供期間
（1 ヶ月未満は切り捨て）」÷「本サービス提供期間」

（２）当社による本サービス契約の解除 
当社は、以下の場合には、何ら通知または催告をすることなく、本サービスの提供を停
止し、本サービス契約を解除することができるものとします。ただし、会員が個人の場
合（事業としてまたは事業のために本サービス契約の当事者となる場合を除く）には、

36

Ⅵ　保証プラス　契約約款



以下①の事由に基づく解除は、相当の期間を定めた催告のうえ行うものとします。
①会員が所定の利用料金を支払っていない場合
②申込書の記載内容、変更届の記載内容について、虚偽の申告をしたことが判明した場
合
③会員が本サービスの利用に関して、違法な行為または当社との信頼関係を著しく損な
う背信的行為を行なった場合
④会員が本約款の規定に違反し、その違反について当社が重大な違反であると判断した
場合

（３）会員都合による本サービスの解約 
会員は、契約車両が廃車された場合のみ、本サービス契約を解約することができるもの
とします。この場合、会員は、所定の解約届を提出した日から 60 日以内に、本約款末
尾表３の規定に従い、利用料金の返還を受けることができるものとします。ただし、会
員が本サービス期間の開始後、一般保証のサービスの提供を一度でも受けたときは、利
用料金の返還を受けることはできません。

（４）解約時の必要書類 
会員は、本条（３）項の条件を満たし本サービス契約の解約を希望するときには、あら
かじめ当社所定の解約届および廃車の事実を証明する公的証明書を、当社の指定するメ
ルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場に提出するものとします。会員か
らの有効な解約届および廃車の事実を証明する公的証明書を、当社の指定するメルセデ
ス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場のいずれかが受領した日をもって本サー
ビス契約は終了するものとします。

（５）契約期間中の本サービス契約の終了 
契約期間中（会員証の発行から本サービスの提供が終了するまで）に、以下の事由が生
じた場合は、その事由が発生した時点で本サービス契約は終了するものとします。
①契約車両の修理が不可能であると判断された場合
②契約車両の登録が抹消された場合
③契約車両が第 2 条（２）項②～⑥に記載される車両の、いずれかに該当することとな
った場合

（６）本サービス提供後に、本サービス契約の解約・解除・終了が判明した場合 
本サービス提供後に、本サービス契約の解約・解除・終了等の事由により本サービスの
提供を受ける権利を有していなかったことが判明した場合には、本サービスの提供に要
した費用については、提供を受けた方の負担となります。

12. 利用料金
（１）会員は、本サービスの利用料金として所定の料金（本冊子 41 ページ「利用料金表」 
参照）を申込時に一括して支払うものとします。

（２）本サービス契約の期間満了前に、第 11 条（１）項または（３）項の事由に基づき
本サービス契約が終了した場合、当社は各条項の定めに基づき、利用料金を会員に対し
て返還するものとします。なお、本サービス契約成立後、サービス開始日の前に、第 11 
条（１）項または（３）項の事由に基づき本サービス契約が終了した場合にも、同様に
利用料金を会員に対して返還するものとします。

13. 個人情報の取扱いについて
当社が提供する製品に興味をお持ち頂きありがとうございます。お客さまの個人情報を保
護することは、当社にとって非常に重要なことの一つです。当社及びメルセデス・ベンツ 
グループ会社の個人情報の取扱いについては、以下の定め及び当社プライバシーポリシー
(https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/privacy-
statement.html) をご確認ください。

（１）個人情報の利用目的
お客さまからご提供いただいた個人情報を次に定める利用目的の範囲内で利用します。
①お客さまからのご要望やお問合せにお応えするため
②当社とお客さまとのお取引を円滑に実施するため
③ご購入いただいたメルセデス・ベンツ製品に対するアフターサービスの提供及びその他
お客さまのご要望に対応するため
④取得した情報を利用又は分析等 (AI による分析を含む ) して当社の自動車販売事業及び
自動車ローンやリース等の付随サービスに関するフェア、商品・サービス情報、イベント
等についての印刷物の送付、電話、電子メール、SNS（ソーシャルネットワーキングサー
ビス）、SMS（ショートメッセージサービス）、訪問、DM、Web 広告、当社製品・サービ
スの機能及び当社に関する情報誌発送等によるご案内を行うため
⑤当社の自動車販売事業及び付随サービスに関する商品・サービスの企画・開発、消費者
動向調査、顧客満足度調査等のマーケティング活動のためのアンケート調査を行うため
⑥取得した情報を利用又は分析等 (AI による分析を含む ) して当社の定期点検、車検・保
険満期等のアフターサービスに関する印刷物の送付、電話、電子メール、SNS（ソーシャ
ルネットワーキングサービス）、SMS（ショートメッセージサービス）、訪問、DM、Web
広告、当社製品・サービスの機能及び当社に関するご案内を行うため
⑦当社の社内統計資料作成のため（年齢構成、性別構成等）
⑧お客さまの利便性の確保及び当社の IT システムを攻撃やその他の不正行為から保護す
るため
⑨前各号に付随する目的で利用するため

（２）第三者への開示・提供及び業務の委託
当社は、次に定める場合に、当社の正規販売店及びメルセデス・ベンツ グループ会社そ
の他の第三者にお客さまの個人データを提供させていただくことがあります。
①当社は、EU 加盟国及びイギリスの他に、アメリカ、メキシコ、インド、シンガポール、
フィリピン、マレーシア、その他の外国にある関係会社及びサーバー管理会社等の委託先

（当社より業務の委託を受けた第三者をいいます。以下同じ。）にお客さまの個人データを
提供します。
a. 提供先国の制度：個人情報保護委員会の「外国における個人情報の保護に関する制度等
の調査」参照

（https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku）
b. 安全管理措置：当社プライバシーポリシーのセクション２参照
②当社は、本条①のほか、前条に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、委託先に、個
人データの取り扱いを委託します。尚、委託先は、委託された業務以外に当該個人データ
を使用しないものとします。
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③当社は、前条に定める利用目的を達成するために必要がある場合に、お客さまの個人デ
ータを、当社の正規販売店及びメルセデス・ベンツ グループ会社に提供します。
④当社は、当社プライバシーポリシーのセクション 7 に定める共同利用の場合及び本条①
～③に定める場合を除き、お客さまの個人データを、事前にお客さまの同意を得ることな
く、第三者に提供しません。但し、人の生命、身体または財産の保護に必要がある場合で
あって、お客さまの同意を得ることが困難であるときなど、国内外の法令に基づき許容さ
れる場合には、お客さまの同意を得ずに、個人データの第三者提供を行うことがあります。

14. 免責
当社は、会員または利用者が本サービスの提供に関して被った損害については、当社の 
故意・重過失による場合を除き、賠償または補償の法的責任を負わないものとします。
これには地震、噴火、洪水、津波などの自然災害、戦争、クーデター、暴動、テロ活動、
騒乱、労働争議など当社の責に帰することのできない事由により、本サービスの提供が
できない場合が含まれますが、これに限定されるものではありません。

15. 合意管轄裁判所
本サービスに関して、当社と会員の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を
第一審の専属合意管轄裁判所とします。

16. 代位
会員が事故の相手方に対して損害賠償を請求できる場合には、会員は、本サービスの提供に
要した費用相当額について、当社が会員に代位して相手方に請求することを承諾します。

17. クーリング・オフ
訪問販売で本サービス契約を申込んだ者（以下、本条では「申込者」といいます）は、有効
となった会員証を受領した日を含む 8 日間（土、日、祝日を含みます）が経過するまでの間、
当社、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場宛の書面を発することにより、 
無条件に本サービス契約の解除（以下、「クーリング・オフ」といいます）ができます。ク
ーリング・オフの効力は、申込者がクーリング・オフをする旨の書面を発した時に生じます。 
クーリング・オフをした場合、申込者が既に本サービスの提供を受けている場合でもその対
価の支払義務はありません。また、申込者が既に利用料金を支払っている場合、遅滞なく当
社からメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場を通じて全額返還を受けるこ
とができます（クレジット利用の場合は当該クレジット会社の手続きによります）。その他
法令の定めによるものとします。

18. 新車買い替えの特例
会員が（i）契約車両につき、サービス開始日前までに廃車のうえ本サービス契約を解約し、

（ii）メルセデス・ベンツ正規販売店との間でメルセデス・ベンツ車両の新車購入について
売買契約が成立した場合、（iii）当該新車について保証プラス契約を新たに締結するときは、
第 11 条（３）項および表 3 の規定にかかわらず、会員は、支払い済みの利用料金全額を
当該新車のための同サービスのための利用料金に振り替えるよう求めることができるもの

とします。ただし、モデルが異なる、もしくは本サービスの利用料金が改定されている場
合は、差額を調整いたします。また、解約日から第 2 条（１）項に定める当該新車につい
てのサービス契約の申込までの期間は、2 ヶ月間を超えないものとし、当該申込手続きは、
解約手続きをしたメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場を経由してなさ
れるものとします。

19. 暴力団等反社会的勢力についての扱い
（１）本サービス契約の申込者は、その申込時、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団
体またはこれらの密接交際者および過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要 
求行為を行った履歴のある者など（以下「暴力団等反社会的勢力」といいます）に該当し
ないことを表明し、且つ、会員は、本サービス契約の期間中、これに該当しないことを確
約するものとします。

（２）本サービス契約の申込者および会員が暴力団等反社会的勢力に該当する場合、当社は、
メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場の認識の有無を問わず、本サービ
ス契約の申込みを拒絶し、または本サービス契約を無催告で解除することができるものと
します。この場合当社は、第 11 条（３）項を準用し、解除日に所定の解約届の提出が完
了したものとみなした上で、これにより算出した金額の 50％相当額を返還するものとし
ます。

（３）利用者が暴力団等反社会的勢力に該当する場合、当社は、メルセデス・ベンツ正規 
販売店または指定サービス工場の認識の有無を問わず、以下の措置を取ることができるも
のとし、会員は、これに異議を述べないものとします。
①当該利用者に対し、本サービスの提供を拒絶すること
②当社が会員に対し、本条（２）項と同様の措置を取ること

20. クーポンを使用した場合の適用除外
（１）利用料金の支払に代え当社発行のクーポンを使用した会員には、第 11 条（１）・（３） 
項に定める返還の規定は、適用されないものとします。第 9 条（１）項の継承人も同様と
します。

（２）利用料金につき、金員および当社発行のクーポンによる支払を併用した会員につい
ては、クーポンの支払部分のみ前項によるものとします。

21. 本サービスの提供期間中に一般保証の提供を受けなかった場合の特例
本特例は、新車登録日（初度登録日）から 3 ヶ月以内に新車時適用価格にて本サービス契
約を申し込まれた会員（当該会員から本サービスを継承された会員を含む）には適用され
ません。
本サービス契約の提供期間中、契約車両に対し、本サービス契約に基づく一般保証が一度
も提供されなかった場合、会員は、次の（１）または（２）の特例のいずれかを選択して
受けることができます。いずれの場合も、本サービスの提供終了日まで本契約が有効に継
続したことを条件とします。なお、特例による割引手続の詳細については、正規販売店ま
たは指定サービス工場にお問合せください。

38

Ⅵ　保証プラス　契約約款



（１）新車登録日から 60 ヶ月目の車検整備を指定サービス工場で受ける場合
会員が契約車両につき、新車登録日から 60 ヶ月目の車検整備を指定サービス工場で受け
る場合、これに要する MB2 年点検の代金につき、3 万円（税抜き）の割引を受けること
ができます。
※ MB2 年点検の代金が、3 万円（税抜き）を超える場合には、その超過額は会員の負担と
なります。

（２）新車登録日から 60 ヶ月目に、メルセデス・ベンツ車両またはスマート車両の新車ま
たは認定中古車に乗り換え、サービス契約を新たに締結する場合
会員が、新車登録日から 60 ヶ月目に、メルセデス・ベンツ正規販売店から契約車両に代
えて、新車または認定中古車のメルセデス・ベンツ車またはスマート車両を購入し、かつ
当該新車ないし認定中古車（*1）について当社と新たなサービス契約（メルセデス・ベン
ツ車の保証プラス契約、認定中古車保証プラス契約、メンテナンスプラス契約、メンテナ
ンスプラスライト契約、メンテナンス＆保証プラス契約／スマート車の smart メンテナン
ス契約、smart メンテナンスプラス契約）を締結する場合、会員は、当該サービス契約の
利用料金につき、3 万円（税抜き）の割引を受けることができます。
*1 認定中古車を購入される場合、各サービス契約約款に記載された申込可能期間内のサー
ビス契約が対象になります。
※第 20 条の特例は、2020 年 3 月 1 日以降に本サービスの提供期間が終了する契約車両か
ら適用されます。

22. リース契約の特例 
リース契約を締結する対象車両について、使用者（賃借人）が、本サービス契約に基づく
本サービスを希望し、リース会社の承認の下、第 12 条の利用料金相当額をリース料に含
めて支払う場合、当該リース会社（所有者）が本サービス契約の申込者になるものとしま
す。この場合、第 2 条（３）項の規定にかかわらず、本サービス契約の申込可能期間は、
当該リース契約の締結前までとします。
また、会員であるリース会社は、当該使用者（賃借人）に対し、本約款の内容を遵守させ
るとともに、会員証の写しを交付するものとします。

附則
2013 年 5 月 1 日制定 2017 年 4 月 1 日改定 2022 年 4 月 1 日改定
2013 年 7 月 1 日改定 2017 年 5 月 25 日改定 2024 年 4 月 1 日改定
2014 年 4 月 1 日改定 2019 年 6 月 21 日改定
2015 年 10 月 1 日改定 2019 年 8 月 2 日改定
2016 年 11 月 1 日改定 2020 年 1 月 14 日改定
2017 年 2 月 17 日改定 2020 年 5 月 14 日改定

以上

メルセデス・ベンツ日本合同会社
千葉県千葉市美浜区中瀬 2 丁目 6 番地 1 ワールドビジネスガーデン マリブウエスト
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表１ 表 2

表 3

第 5.2 条（３）「ドライバー、同乗者のご帰宅、旅行継続の手配」の内容について 第 6.2 条　一般保証が適用されない部品（代表的なもの）

本約款第 11 条（３）項に定める解約による支払い済み利用料金の返還額は、以下の定めに従い算出するも
のとします。
本約款第 11 条（４）項に定める適式な解約届の提出が完了した日が下記のいずれかに該当する場合に下記
所定の金額を適用します。

（A） 帰宅費用サポート 契約車両の事故・故障の場合に、現場から自宅へ帰宅するためのタクシー・
列車・バス等の公共交通機関の手配をします。また、その際の費用（実費）
について、税、サービス料等を含めて、一人あたり 50,000 円（ただし、総額
100,000 円まで）を上限として支払います。

（B） 旅行継続サポート 契約車両の事故・故障の場合に当初の目的地までのタクシー・列車・飛行機
等の公共交通機関の手配をします。また、その際の費用（実費）について、税、
サービス料等を含めて、一人あたり 50,000 円（ただし、総額 100,000 円まで）
を上限として支払います。

（C） 宿泊サポート 契約車両の事故・故障の修理のために、現地で修理を待つ間の宿泊を以下の条
件に従い手配します。また、その費用（実費）について、税、サービス料等を
含めて、一人あたり 40,000 円（ただし、総額 80,000 円まで）を上限として支払
います。

(a) 走行不能発生日から 2 泊までを上限とします。

(b) 現地で契約車両の修理を待ち、修理完了後、会員または利用者が契約車両
を引き取りに行くことを原則とします。

(c) 食事、クリーニングなどの個人的な費用は会員、利用者および同乗者の負
担となります。

(d) 会員、利用者および同乗者の事前に決められた旅程での宿泊については、
24 時間ツーリングサポートでの費用負担はできません。

（D） 旅行継続のためのレ
ンタカーサポート

契約車両の故障を修理する必要が生じたために、現場で旅行継続のための車両
が必要な場合、レンタカーを以下の条件に従い手配します。レンタカーの車種、
装備については、当社が指定するものとなります。手配の都合上、会員または
利用者のご希望に沿えない場合があります。また、そのレンタカーの車両使用
基本料金（実費）について、税、サービス料等を含めて、一日あたり 30,000 円（た
だし、総額 90,000 円まで）を上限として支払います。

(a) 走行不能発生時から 72 時間を上限とします。

(b) 現地での修理完了後、会員または利用者が契約車両を引き取りに行き、レ
ンタカーを返却することを原則とします。

(c) ドライバーがレンタカー会社の貸出基準を満たす場合に限ります。

(d) 燃料代、保険料、乗り捨て料金は会員または利用者の負担となります。

新車登録日から 36 ヶ月が経過するまで 利用料の 90% 相当額
37 ヶ月から 47 ヶ月が経過するまで 利用料の 80% 相当額
48 ヶ月から 56 ヶ月が経過するまで 利用料の 60％相当額
57 ヶ月以降 返還なし

分類 部品名称 備考
定期交換部品
消耗部品

ワイパーブレード 　
ブレーキパッド / ディスク 　
タイヤ 　
スパークプラグ 　
各種バッテリー / 電池 　
各種ベルト 　
各種フィルター 　
各種電球 / ヒューズ ただし、キセノンランプ、LED は保証対象

油脂類 各種オイル
各種フルード
エアコン用フロンガス
ロングライフクーラント

内装部品 シート、アームレスト、
ダッシュボード、トリム、カーペット

ただし、機能上の不具合は、保証対象

外装部品 ボディ外板、塗装、バンパー、モール
劣化が想定される
部品

エンジンマウント
ショックアブソーバー へたり以外の機能上の不具合は保証対象
各種ブッシュその他ゴム
マフラー 触媒部分は保証対象
ドア、トランクのシール 水漏れする場合は保証対象

アクセサリー・販売店オプション

詳しくは本冊子「一般保証が適用される部品 / されない部品」（P12）を参照ください。

*1 新車時適用価格はファーストオーナーかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用します。
*2 S 550 PLUG-IN HYBRID long、S 550 e long、S 560 e long、S 580 e 4MATIC longは除きます。
*3 G 550 4x42は除きます。
*4 Mercedes-Maybach S 600プルマンは除きます。
*5 G 63 AMG 6x6は除きます。
※EQ車両は除きます。
※価格は2024年4月現在の消費税10%税込みの価格です。

A/B/CLA/GLA/GLB ¥93,500 ¥140,800

smart フォーツー/フォーフォー ¥79,445 ¥101,852

新車時適用価格*1

(税込み)
通常価格
(税込み)

¥110,000 ¥165,000

¥165,000 ¥242,000

¥319,000 ¥401,500

¥704,000 ¥770,000

C/GLC/SLC
A/CLA/GLA/GLBの各AMGモデル
E/CLS/GLE/V/CLE
C/GLC/SLCの各AMGモデル
S*2/SL/GLS/GL/G*3（除くV12モデル）
E/CLS/GLEの各AMGモデル
V12モデル*4/AMG GT
S/SL/GLS/GL/G*5の各AMGモデル
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Ⅵ　保証プラス　契約約款



*1 新車時適用価格はファーストオーナーかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用します。
*2 S 550 PLUG-IN HYBRID long、S 550 e long、S 560 e long、S 580 e 4MATIC longは除きます。
*3 G 550 4x42は除きます。
*4 Mercedes-Maybach S 600プルマンは除きます。
*5 G 63 AMG 6x6は除きます。
※EQ車両は除きます。
※価格は2024年4月現在の消費税10%税込みの価格です。

A/B/CLA/GLA/GLB ¥93,500 ¥140,800

smart フォーツー/フォーフォー ¥79,445 ¥101,852

新車時適用価格*1

(税込み)
通常価格
(税込み)

¥110,000 ¥165,000

¥165,000 ¥242,000

¥319,000 ¥401,500

¥704,000 ¥770,000

C/GLC/SLC
A/CLA/GLA/GLBの各AMGモデル
E/CLS/GLE/V/CLE
C/GLC/SLCの各AMGモデル
S*2/SL/GLS/GL/G*3（除くV12モデル）
E/CLS/GLEの各AMGモデル
V12モデル*4/AMG GT
S/SL/GLS/GL/G*5の各AMGモデル
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保証プラス利用料金表



実施指定サービス工場

一般保証利用履歴

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

走行距離 修理内容
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実施指定サービス工場

一般保証利用履歴

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

走行距離 修理内容

1.役務提供者：メルセデス・ベンツ日本合同会社（以下、「当社」といいます）
千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1 ワールドビジネスガーデン マリブウエスト（〒261-7108）職務執行者 社長 兼 CEO 上野 
金太郎　代表電話：043-332-8888

2.契約締結担当者の氏名：巻末申込書および会員証の担当者記載のとおり
3.契約締結日（約款第2条（4）ご参考）：巻末申込書および会員証の必要事項のご記入等並びに申込を受けたメルセデス・ベンツ正規

販売店または指定サービス工場の捺印が全て完了した日
4.役務（本サービス）の内容（約款第5条ご参照）：一般保証（契約車両を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が発生した

場合に、これを当社が指定するサービス工場において修理するサービス）および24時間ツーリングサポート（契約車両が故障・交通
事故により走行不能となったときに、緊急の応急措置、車両のけん引、会員の帰宅・旅行の継続の手配その他を提供するサービス）

5.役務の対価・支払時期・方法（約款第12条ご参照）：利用料金は巻末申込書および会員証の「お支払いただく利用料金」欄に記載
された金額（41ページ利用料金表ご参照）・申込時に現金またはクレジットによる一括払い

6.役務の提供期間（約款第3条ご参照）：巻末申込書および会員証の「サービス開始日」欄に記載された日から「サービス終了日」欄に
記載された日までの期間。

メルセデス・ベンツ正規販売店および指定サービス工場以外の場所（例：申込者のご自宅・会社など）で保証プラス契約（以下、「本サー
ビス」といいます）を申し込まれた場合（以下、「訪問販売」といいます）に限り、クーリング・オフの適用があります。以下の記載および
保証プラス契約約款を十分にお読みください。

（1）訪問販売で本サービス契約を申し込まれた方は、巻末の有効となった会員証を受領した当日を含む8日間（土、日、祝日を含みます）が
経過するまでの間、当社、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場宛に次の事項を記載した葉書等の書面を発信する
ことにより、無条件に本サービス契約を解除（以下、「クーリング・オフ」といいます）できます。
①申込書の住所・氏名、②申込日、③巻末の有効となった会員証受領日、④保証プラス契約を解除する旨、⑤書面作成日、⑥書面作成
者氏名・住所

（2）クーリング・オフの効力は、申込者がクーリング・オフをする旨の書面を発した時に生じます。クーリング・オフをした場合、申込者が既に
本サービスの提供を受けている場合でもその対価の支払義務はありません。また、申込者が既に利用料金を支払っている場合、遅滞
なく当社からメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場を通じて全額返還を受けることができます（クレジット利用の
場合は当該クレジット会社の手続きによります）。

（3）クーリング・オフについて不実なことを告げられ事実と誤認し、または威迫され困惑して（1）の期間内にクーリング・オフをしなかった
場合、当社からあらためてクーリング・オフができる旨記載した書面を受領した日を含む8日間が経過するまで無条件にクーリング・
オフできます。

クーリング・オフ
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訪問販売の特例



MEMO
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MEMO MEMO
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QNPJB005802F-240402000

24時間ツーリングサポート

365日 24時間受付

ご連絡先の住所、電話番号などが変更された場合は、必ず最寄りのメルセデス・ベンツ正規販売店までご連絡ください。

※個人情報の取り扱いについては本ご案内の37ページをご覧ください。

●お車の車台番号
●お客様のお名前
●お客様と連絡が取れる電話番号
●現在地
●現在の状況

窓口のオペレータが対応いたしますので、
会員証と車検証をご用意の上、次の内容をお伝えください。

0120-650-365
※携帯電話、PHS、自動車電話からでもご利用いただけます。

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本合同会社　〒261-7108 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1 ワールドビジネスガーデン マリブウエスト

会員証・ご案内
常 時 携 行 ２０２４年４月 改 訂




